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政
令
第
百
四
十
一
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
税
定
率
法
（
明
治

四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
五
条
及
び
別
表
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
二

号
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
七
条
の
三
第
七
項
、
第
七
条
の
八
第
一
項
、
第
八
条
の
二
第

三
項
及
び
第
四
項
、
第
九
条
第
一
項
並
び
に
別
表
第
一
、
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十

三
号
）
第
十
八
条
第
二
項
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法

律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
二
号
イ
及
び
ニ
並
び
に
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
四
十
六
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

広

島

広

島

「

別
表
第
二
中

広

島

広

島

を

に
改
め
る
。

」

徳

島

徳

島

」
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（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
五
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
九
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
同
法
第
六
条
の
三
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
施
設
（
前
三
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除

く
。
）

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
九
条
の
十
一
」
を
「
第
十
九
条
の
十
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
令
和
六
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
、
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
六
年
度
」
に
改

め
る
。

第
十
九
条
の
三
の
表
中
九
の
項
を
削
り
、
同
表
の
十
の
項
中
「
五
十
九
の
項
」
を
「
五
十
八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
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表
の
九
の
項
と
し
、
同
表
中
十
一
の
項
を
十
の
項
と
し
、
十
二
の
項
か
ら
十
九
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
二
十
の

項
を
削
り
、
同
表
の
二
十
一
の
項
中
「
五
十
九
の
項
」
を
「
五
十
八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
十
九
の
項
と
す
る
。

第
十
九
条
の
九
を
削
り
、
第
十
九
条
の
十
を
第
十
九
条
の
九
と
し
、
第
十
九
条
の
十
一
を
第
十
九
条
の
十
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
八
項
第
一
号
」
を
「
第
九
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
項
及
び
第
八
項
」

を
「
第
八
項
及
び
第
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
第
四
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項

と
し
、
同
条
第
七
項
第
二
号
中
「
日
」
の
下
に
「
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
日
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
に
つ

い
て
」
の
下
に
「
特
別
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
特
恵
関
税
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
特

別
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
同
項
の
規
定

に
よ
る
特
恵
関
税
（
同
項
に
規
定
す
る
特
恵
関
税
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
八
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
特
別
の
便
益
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
」
を
加
え
、
「
同
項
の
」
を
「
同
条
第
三
項
の
」
に
改

め
、
「
（
同
項
に
規
定
す
る
特
恵
関
税
を
い
う
。
次
項
及
び
第
七
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
に
つ
い

て
」
の
下
に
「
特
別
」
を
加
え
、
「
指
定
し
た
も
の
」
を
「
指
定
し
た
国
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第

四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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５

法
第
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
国
際
連
合
総
会
の
決
議
に
よ
り
後
発
開
発
途
上
国
と
さ
れ
て
い
る
国
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
国
は
、
国
際
連
合
総
会
の
決
議
に
よ
り
後
発
開
発
途
上
国
と
さ
れ
て
い
た
国
で
あ
つ
て
後
発
開

発
途
上
国
で
な
く
な
る
国
際
連
合
総
会
の
決
議
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
国
と
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
受
け
る
児
童
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
遊
び

及
び
生
活
の
場
の
提
供
を
受
け
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
五
項
中
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
、
「
保
育
を
行
う
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
二
十

三
項
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
遊
び
及
び
生
活
の
場
の
提
供
を
行
う
者
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
二
十
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
八

削
除

別
表
第
一
中
二
十
八
の
二
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
の
四
十
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
四

削
除

別
表
第
一
の
五
十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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五
十
一

削
除

別
表
第
一
中
五
十
八
の
項
を
削
り
、
五
十
九
の
項
を
五
十
八
の
項
と
す
る
。

（
税
関
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
令
和
七
年
三
月
分
」
を
「
令
和
九
年
三
月
分
」
に
改
め
る
。

（
関
税
定
率
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
便
益
関
税
の
適
用
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

関
税
定
率
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
便
益
関
税
の
適
用
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
シ
リ
ア

別
表
中
近
東
の
項
中
「
シ
リ
ア
」
を

に
改
め
る
。

レ
バ
ノ
ン
」

（
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
期
間
の
欄
中
「
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
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三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
数
量
の
欄
中
「
五
二
、
○
○
○
ト
ン
」
を
「
四
九
、
九
○
○
ト
ン
」
に
、
「
四
、
二
二

三
、
五
○
○
ト
ン
」
を
「
四
、
二
四
九
、
三
○
○
ト
ン
」
に
、
「
三
一
八
、
九
○
○
ト
ン
」
を
「
三
一
四
、
四
○
○
ト
ン
」

に
、
「
七
八
、
五
○
○
ト
ン
」
を
「
五
二
、
七
○
○
ト
ン
」
に
、
「
一
四
三
、
五
○
○
ト
ン
」
を
「
一
三
五
、
三
○
○
ト

ン
」
に
、
「
五
○
五
、
五
○
○
ト
ン
」
を
「
五
二
九
、
七
○
○
ト
ン
」
に
、
「
一
六
八
、
五
○
○
ト
ン
」
を
「
一
六
○
、
七

○
○
ト
ン
」
に
、
「
五
、
七
○
○
ト
ン
」
を
「
三
、
○
○
○
ト
ン
」
に
、
「
八
、
二
○
○
ト
ン
」
を
「
八
、
八
○
○
ト
ン
」

に
、
「
三
七
、
一
○
○
ト
ン
」
を
「
三
五
、
八
○
○
ト
ン
」
に
改
め
る
。

（
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
一
条
の
表
脱
脂
粉
乳
の
項
中
「
受
け
る
児
童
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
遊

び
及
び
生
活
の
場
の
提
供
を
受
け
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
」
を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
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二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ニ
中
「
別
表
第
八
六
号
の
二
」
を
「
同
表
第
八
六
号
の
二
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
第
四
七
号
の

五
」
を
「
第
四
七
号
の
六
」
に
改
め
、
「
第
五
七
号
の
一
五
」
の
下
に
「
、
第
五
七
号
の
一
九
」
を
加
え
、
「
第
八
五
号
ま

で
」
を
「
第
八
四
号
の
二
ま
で
、
第
八
五
号
」
に
改
め
、
同
号
中
ト
を
リ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。チ

別
表
第
四
七
号
の
二
に
規
定
す
る
請
求
に
対
す
る
関
税
法
第
百
二
条
第
一
項
（
証
明
書
類
の
交
付
及
び
統
計
の
閲

覧
等
）
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
類
（
自
動
車
の
輸
入
の
許
可
を
証
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

別
表
第
四
三
号
に
規
定
す
る
申
立
て
に
対
す
る
関
税
法
第
六
十
九
条
の
四
第
三
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物

に
係
る
申
立
て
手
続
等
）
（
同
法
第
七
十
五
条
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
（
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
郵
便
物
の

輸
出
入
の
簡
易
手
続
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
同
表
第
四
三
号
の
五
に
規
定
す
る
申
立
て
に
対
す
る
同
法
第
六
十
九
条

の
十
三
第
三
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
申
立
て
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
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第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
の
二

関
税
法
第
六
十
九
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨

物
に
係
る
認
定
手
続
）
、
第
六
十
九
条
の
六
第
十
一
項
（
輸
出
差
止
申
立
て
に
係
る
供
託
等
）
、
第
六
十
九
条
の
七
第

三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
等
）
、
第
六
十
九

条
の
八
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
認
定
手
続
に
お
け
る
農
林
水
産
大
臣
等
へ
の

意
見
の
求
め
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
十
第
三
項
若
し
く
は
第
十
二
項
（
輸
出
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
認
定

手
続
を
取
り
や
め
る
こ
と
の
求
め
等
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
法
第
六
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
許
権
者
等
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す

る
業
務
又
は
同
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な

い
貨
物
に
係
る
認
定
手
続
）
、
第
六
十
九
条
の
十
五
第
十
一
項
（
輸
入
差
止
申
立
て
に
係
る
供
託
等
）
、
第
六
十
九
条

の
十
七
第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
意
見
を
聴
く
こ
と
の
求
め
等
）
、

第
六
十
九
条
の
十
八
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
認
定
手
続
に
お
け
る
農
林
水
産

大
臣
等
へ
の
意
見
の
求
め
）
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
二
十
第
三
項
若
し
く
は
第
十
二
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
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物
に
係
る
認
定
手
続
を
取
り
や
め
る
こ
と
の
求
め
等
）
若
し
く
は
関
税
法
施
行
令
第
六
十
二
条
の
十
六
第
七
項
（
輸
入

し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
に
係
る
認
定
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
同
法
第
六
十
九
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特

許
権
者
等
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
業
務

二
の
三

関
税
法
第
六
十
九
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
九
条
の
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
す
る
業
務

第
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
前
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「
申

請
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
植
物
検
疫
証
明
書
の
交
付
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
（
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
郵
便
物
の
輸
出
入
の
簡
易
手
続
）
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

別
表
中
第
四
六
号
の
一
○
を
第
四
六
号
の
一
一
と
し
、
第
四
六
号
の
五
か
ら
第
四
六
号
の
九
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
四
六
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
六
の
五

関
税
法
第
七
十
七
条
の
三
第
二
項
（
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
よ
る
関
税
の
納
付
等
）
の
規
定
に
よ
る
報

告
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別
表
中
第
四
七
号
の
五
を
第
四
七
号
の
六
と
し
、
第
四
七
号
の
四
を
第
四
七
号
の
五
と
し
、
第
四
七
号
の
三
を
第
四
七
号

の
四
と
し
、
第
四
七
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
七
の
三

関
税
法
第
百
五
条
第
一
項
第
一
号
（
税
関
職
員
の
権
限
）
の
規
定
に
よ
る
関
係
書
類
（
日
本
郵
便
株
式

会
社
が
保
存
す
る
郵
便
物
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
の
提
出

別
表
第
八
四
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
四
の
三

石
油
石
炭
税
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
（
引
取
り
に
係
る
原
油
等
に

つ
い
て
の
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申
告
等
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出

別
表
第
八
五
号
中
「
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
規
定
は
、
同
年
十
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。


